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【公開番号】特開2008-252076(P2008-252076A)
【公開日】平成20年10月16日(2008.10.16)
【年通号数】公開・登録公報2008-041
【出願番号】特願2008-48322(P2008-48322)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/20    　　　　
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６２７Ｇ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６２０　
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１３Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成23年1月5日(2011.1.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性基板上に非晶質半導体膜を形成し、
　前記非晶質半導体膜上にキャップ膜を形成し、
　前記非晶質半導体膜の第１の領域に連続発振または繰り返し周波数が１０ＭＨｚ以上の
パルス発振の第１のレーザビームを照射して、膜表面に対して平行な面方位が｛００１｝
の結晶領域を形成し、
　前記非晶質半導体膜の第２の領域に連続発振または繰り返し周波数が１０ＭＨｚ以上の
パルス発振の第２のレーザビームを照射して、膜表面に対して平行な面方位が｛２１１｝
または｛１０１｝の結晶領域を形成する
　ことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１のレーザビームの走査速度ｘと、パワーｙとは、
　ｙ＝０．００１２ｘ２＋０．０８３ｘ＋４．４　　（式１）
　ｙ＝０．２８ｘ＋４．２　　　　　　　　　　　（式２）
　ｙ＝－０．０６８３ｘ＋１１．１６７　　　　　（式３）
のいずれかの関係を満たし、
　前記第１のレーザビームの走査速度が１０ｃｍ／ｓｅｃ以上２０ｃｍ／ｓｅｃ以下の場
合、前記第１のレーザビームのパワーは前記式１以上、且つ前記式２未満を満たし、
　前記第１のレーザビームの走査速度が２０ｃｍ／ｓｅｃ以上３５ｃｍ／ｓｅｃ以下の場
合、前記第１のレーザビームのパワーは前記式１以上、且つ前記式３未満を満たす
　ことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項１または２において、
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　前記第２のレーザビームの走査速度ｘと、パワーｙとは、
　ｙ＝０．００１２ｘ２＋０．０８３ｘ＋４．４　　（式１）
　ｙ＝０．２８ｘ＋４．２　　　　　　　　　　　（式２）
　ｙ＝０．００２７ｘ２＋０．３６ｘ＋４．２　　　（式４）
　ｙ＝－０．３７ｘ＋３３　　　　　　　　　　　（式５）
のいずれかの関係を満たし、
　前記第２のレーザビームの走査速度が、１０ｃｍ／ｓｅｃ以上２０ｃｍ／ｓｅｃ以下の
場合、前記第２のレーザビームのパワーは前記式２より大きく、且つ前記式４以下を満た
し、
　前記第２のレーザビームの走査速度が、２０ｃｍ／ｓｅｃ以上３５ｃｍ／ｓｅｃ以下の
場合、前記第２のレーザビームのパワーは前記式３より大きく、且つ前記式４以下を満た
し、
　前記第２のレーザビームの走査速度が、３５ｃｍ／ｓｅｃ以上５５ｃｍ／ｓｅｃ以下の
場合、前記式１以上、且つ前記式５以下を満たす
　ことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一において、
　前記面方位が｛００１｝の結晶領域は、前記膜表面に対して平行な面方位が｛００１｝
の結晶が４割以上１０割以下であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一において、
　前記キャップ膜は、ＳｉＮｘＯｙ（０≦ｘ≦１．５、０≦ｙ≦２、０≦４ｘ＋３ｙ≦６
）であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一において、
　前記キャップ膜の厚さは、２００ｎｍ以上１０００ｎｍ以下であることを特徴とする半
導体装置の作製方法。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一において、
　前記面方位が｛００１｝である結晶領域を用いてｎチャネル型の薄膜トランジスタを作
製し、
　前記面方位が｛２１１｝または｛１０１｝である結晶領域を用いてｐチャネル型の薄膜
トランジスタを作製することを特徴とする半導体装置の作製方法。
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